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◇主な内容
御嶽山国定公園の指定について P2-3
令和８年度当初予算 P4-6
物価高騰対応支援について P6
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御嶽山国定公園に指定



※国定公園の正式なロゴマークと名称が上記のとおり決定されました

王滝村民の皆様へ

中央環境審議会より、国定公園指定に相応しいと評価され、令和８年４月１０日、石原環

境大臣から国定公園として指定する旨の挨拶を受けました。御嶽山の麓である王滝村とし

て大変うれしく思います。

これまでご尽力いただいた阿部長野県知事をはじめ、多くの関係者の皆様、そして多大

なるご理解を賜りました王滝村民の皆様にあらためて感謝申し上げます。

御嶽山をはじめ、この地に多くの方が訪れていただけるよう、関係市町村をはじめ、観

光事業者等と連携を図りながら、自然環境を守り、御嶽山の豊かな恵みと歴史、文化を国

内外に発信したいと思います。

訪れた方に感動を与えられるよう、火山防災の連携強化を図りつつ、御嶽古道や登山道

の整備などを進めながら、誘客を図り、地域振興に繋がることを期待しています。

2026年４月10日

王滝村長 越原 道廣

広報王滝 2026年4月号 P2

令和8年4月10日環境庁にて御嶽山の国定公園
指定に係る環境大臣との面談が行われました



【決定】村民の皆様の投票で愛称が決定しました！

このたび、皆様から募集しておりました愛称につきまして、以下のとおり決定しました。

愛 称：田の原Ｂａｓｅ（たのはらべーす）
考案者：愛知県 林 厚志 様
愛称に込めた想い：

御嶽山への入口である、田の原。御嶽山へのベース基地であり、田の原の観
光のベース基地でもあり、観光の拠点としてのベースになって多くの方に利用

していただける様に考えました。

・募集期間：令和8年2月2日～2月27日 応募総数：７７作品
・村民投票：令和8年3月16日～3月30日
・決定までのプロセス

①一次選考：村選定委員により、応募総数77作品の中から5作品を選出しました。
②村民投票：選出された5作品を対象に投票を実施し、最も得票数が多かった作品

を愛称として決定しました。

P3 広報王滝 2026年4月号

１ 公園名称

御嶽山国定公園（令和８年4月10日指定）
２ 指定理由

・標高3,000メートルを超える火山性の独立峰であり、雄大な景観を有する
・頂上から麓まで連続的に自然植生が変化する様が見られる
・古くから山岳信仰の対象の山であり、自然と文化が融合した文化景観が見られる

３ 景観の特性

地形、地質 活火山の独立峰であり、南北約3.2キロメートルにも及ぶ長い頂稜と、
剣ヶ峰、継母岳、摩利支天山、王滝頂上、飛騨頂上の６つの峰を有してい
る。頂上の剣ヶ峰は、火山としては我が国で富士山に次ぐ標高（3,067メー
トル）に誇る。
各噴火口から流出した溶岩や爆発、陥没など火山作用により形成された

独特な火山地形を有する。御嶽山の西側の溶岩流は先端の柱状節理「巌
立」まで約15キロメートルに及び、溶岩流上には滝が多数存在している。

植生
・野生生物

独立峰であることにより植生の垂直分布を連続的かつまとまった形でみる
ことができる。
・山頂付近にはオンダテやハイマツ、コマクサを始めとした高山植物群落

が広がり、ライチョウやオコジョ等の希少な種の生育地となっている。
・亜高山帯には、トウヒとコメツガが非常に発達した亜高山帯針葉樹林の
原生林が広がる。
・山麓には針葉樹の植林が広くみられ、特にヒノキ、サワラ、ネズコ、ア

スナロ、コウヤマキは「木曽五木」として知られ、その一部は樹齢300年
を超える大木となって残る。

文化景観 登山道を中心として各所に霊神碑や石仏等が分布するなど、自然と人の
営みとが結びついた文化景観としての高い価値を有する。



議会費 1,970万円

総務費 7億146万円
人件費、公共交通、
情報整備など

民生費 1億5,030万円
高齢者・障害者福祉、
保育園など

衛生費 1億5,611万円 保健事業、清掃など

農林水
産業費

7,217万円
農業、森林整備、
有害獣対策など

商工費 1億4,858万円 商品券、観光など

土木費 2億207万円 道路・橋の整備など

消防費 9,866万円 消防団、災害対策など

教育費 8,020万円 学校教育、社会教育など

公債費 2億9,618万円 地方債の償還

予備費 1,000万円

議会費

1.0%

総務費

36.2%

民生費

7.8%衛生費

8.1%

農林水産業費 3.7%

商工費

7.7%

土木費

10.4%

消防費 5.1%

教育費 4.1%

公債費

15.3%

予備費 0.5%

広報王滝 2026年4月号 P4

※表示単位未満四捨五入

担当：総務課財政係令和８年度 当初予算

歳出

村税 2億1,629万円

財産収入 4,374万円

繰入金 1億9,432万円

その他 1億2,816万円

地方交付税 10億1,833万円

譲与税等 7,185万円

国庫支出金 9,051万円

県支出金 6,123万円

村債 1億1,340万円

村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税

自主財源

30%

依存財源

70%

村税

11.2%

財産収入

2.3%

繰入金

10.0%

その他

6.6%

地方交付税

52.6%

譲与税等

3.7%

国庫支出金

4.7%

県支出金

3.2%

村債

5.9%

国や県から
交付されるお金

村が自ら
収入できる

お金

歳入

対前年度、2億5,981万円の減（△11.8％）総額19億3,782万円

※譲与税等に含まれる「地方消費税交付金」の社会
保障財源分(予算額1,027万円)は、社会保障対策の一
般財源として、民生費の老人福祉費と児童福祉費の
保育園費に充当します。

一般会計

令和８年度の王滝村当初予算案が３月定例議会で審議され、可決されました。

※令和８年度からスキー場に要する経費は一般会計に計上しています。
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令 和 ８年度 一般会計予算を家計に例えると…

➤村の予算を100万円として、性質の似た収支
に当てはめてみました。

※表示単位未満四捨五入

収 入

給料（村税、財産収入等） 20万円

親からの仕送り（交付税等） 64万円

借金（村債） 6万円

貯金の取り崩し 10万円

合 計 100万円

支 出

食費（人件費） 23万円

医療費（扶助費） 1万円

ローン返済（公債費） 15万円

家の増改築（普通建設事業費） 16万円

光熱水費など（物件費） 17万円

車や家電の修理（維持補修費） 1万円

区費・保険料など（補助費等） 21万円

仕送り（操出金） 2万円

貯金など（積立金、貸付金） 4万円

合 計 100万円

田の原線バス運行委託 528万円

幹線バス運行 1,727万円

御嶽山安全対策 687万円

王滝頂上避難施設トイレ修繕 462万円

田の原園地整備（第１期） 3,660万円

田の原新施設ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ設置 275万円

村・長野県立大学包括連携事業 247万円

ペットボトル水の製造 224万円

地域おこし協力隊事業 3,152万円

集落支援員事業 4,500万円

一般健診・がん検診 303万円

予防接種助成 122万円

人間ドック・検診等助成金 107万円

健康づくり事業 34万円

妊婦交通費等助成 38万円

社会福祉協議会負担金 1,569万円

地域支援事業 2,322万円

マイクロバスの購入 1,260万円

木曽おんたけ観光局補助金 1,255万円

木材加工施設運営 222万円

水道基本料金減免 795万円

有害防除補助金 150万円

農地耕作条件改善事業補助金 100万円

林道橋梁保全事業 550万円

造林事業 4,238万円

村道除雪委託 1,793万円

村道維持補修・村道環境整備 3,672万円

村道舗装改修 785万円

橋梁長寿命化修繕事業 8,112万円

橋梁長寿命化点検事業 900万円

村内プレミアム商品券 960万円

田の原登山道整備（湿原再生） 300万円

観光施設の整備 432万円

小学校・保育園給食費補助 382万円

こども誰でも通園制度 17万円

保育園園庭整備 110万円

保育園リズム室エアコン設置 117万円

中学校教育環境確保事業 742万円

放課後子ども教室運営 166万円

村雇用教員確保 989万円

スキー場事業 8,891万円

索道等工事費 5,528万円、指定管理料 1,750万円、

施設点検保守等 341万円 、借地料 627万円 等

主な事業
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令和８年度末残高見込額 22億8,461万円

村債は、村が行う公共事業などの財源として、
国や銀行などから借りる資金(借金)です。数年か
けて返済することにより、世代間の財政負担の
公平化などを図ることができます。

基金は、条例の定めに基づいて特定の目的のため
に積み立てる資金です。

令和８年度末残高見込 13億5,648万円

（億円）

（億円）

会 計 名
令和８年度
予算額

令和７年度
予算額

比較 歳出の主な内容

国民健康保険（事業勘定） 7,254万円 7,490万円 △236万円 保険給付費3,921万円

国民健康保険診療施設費 7,859万円 8,108万円 △249万円 医業費1,982万円

後期高齢者医療費事業 1,624万円 1,558万円 66万円 広域納付金1,561万円

※表示単位未満四捨五入

一般会計

＊ 22億2,231万円

過疎対策事業債 15億6,683万円

臨時財政対策債 3億7,848万円

その他 2億7,701万円

簡易水道 585万円

下水道 5,646万円

※一般会計のみ

財政調整基金 10億240万円

減債基金 2,403万円

特定目的基金

3億2,995万円

公共建築物等整備基金 2億1,709万円

水と緑のふるさと基金 9,281万円

森林経営管理基金 1,289万円

森林環境保全基金 538万円

教育振興基金 61万円

宿泊税市町村交付金基金 117万円

＊残高のうち、約７割は国より地方交付税措置されるため、
村の実質負担は約6.5億円となる見込みです。

※財政調整基金は、財源調整や行政需要に対応するため、
毎年度、繰入を行っていく見込みです。

村債 (借金 )残高の状況

基金 (貯金 )残高の状況

特別会計

13.5 13.6 13.7 13.1
11.5

10.0

3.2
3.4 3.4 3.6

3.3
3.3

R3 R4 R5 R6 R7 R8

基金残高の推移

財政調整基金 減債基金 特定目的基金

25.0 24.7
23.6

22.8
23.8

22.2

1.2
1.1

1.0

0.8

0.7

0.6

R3 R4 R5 R6 R7 R8

村債残高の推移

一般会計 公営企業



会計名 区分 予算額 主な内容

簡易水道事業会計

収益的収入 7,026万円
料金収入 1,805万円

一般会計補助金 4,594万円

収益的支出 8,317万円
配水及び給水費 4,261万円

減価償却費 1,918万円

資本的収入 410万円 一般会計補助金 410万円

資本的支出 406万円
元金償還金 118万円

量水器購入 272万円

下水道事業会計

収益的収入 4,286万円
料金収入 1,078万円

一般会計補助金 861万円

収益的支出 5,319万円
処理場費 1,490万円

減価償却費 3,305万円

資本的収入 1,117万円 一般会計補助金 1,117万円

資本的支出 1,117万円 元金償還金 1,107万円

【補足】料金収入や維持管理･運営に関する費用が分類される「収益的収支」と、大規模な施設改

修や償還金が分類される「資本的収支」の２つで構成されます。収益的収支は赤字となっていま

すが、これは減価償却費などの現金支出を伴わない経費が含まれているためであり、この赤字が

現金預金の不足を表すものではありません。

公営企業会計では、民間企業と同じように、１年間の経営成績を示す損益計算書や、財産の構

成などを示す貸借対照表などの財務書類を作成します。固定資産台帳の整備、複式簿記を導入す

ることで、経営成績や財政状態等の経営状況を把握することができます。

P7 広報王滝 2026年4月号

※表示単位未満四捨五入

・村営水道
・おんたけ高原水道

・農業集落排水
・簡易排水

公営企業 簡易水道事業・下水道事業会計

▽内 容 村営水道、おんたけ高原水道の基本料金６ヶ月分の減免

▽対象者 村営水道、おんたけ高原水道を使用している全世帯及び事業所

（ただし、国や地方公共団体が使用している場合を除く）

※公の施設の指定管理者は対象とします。

▽期間等 【隔月請求の場合】

令和８年２月～令和８年７月の６ヶ月分を減免します。

（請求の時期は、令和８年４月・令和８年６月・令和８年８月の３回）

【年払い請求の場合】

６ヶ月分を減免した金額で請求書を発行します。

▽手続き 減免措置に係る手続きは不要です。

物価高騰対応支援 水道基本料金減免を実施します

村では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を

受ける生活者や事業者を支援するため、昨年に引き続き水道料金の減免を実施します。

問い合わせ先：経済産業課建設水道係
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令和８年度新規採用職員・会計年度任用職員紹介

◯経済産業課 商工観光係

会計年度任用職員から引き続きとなりますが、新規職員として王滝村を盛り上げてい

けるように頑張ります。

笑顔で明るくを大切にして一生懸命業務に取り組んでいきます。

皆様こんにちは。新年度 王滝村集落支援員に就任した 赤羽 博道

と申します。心新たに皆様に御挨拶申し上げます。

初めに、皆様の日々のご努力とご尽力に感謝申し上げます。

皆様の支えがあってこそ、私たちの活動は成り立っていると思います。

新しい年度を迎え、今まで以上に皆様の声に耳を傾け、共に成長していけ

るように努めて参ります。

また、皆様のご意見やアイデアを大切にし、積極的にコミュニケーショ

ンを取ることを心掛けますので、ご遠慮なく声をかけてください。

最後に、新年度が皆様にとって充実した素晴らしい一年になりますよう、

心からお祈り申し上げます。

皆様と力を合わせ、この村をもっと素晴らしい場所にしていきましょう。

下出 桜

赤羽 博道 ◯集落支援員 木材加工品等加工施設勤務

長野県県立大学 推し村プロジェクト大学生の紹介

4月から12月までの約8か月間、推し村プロジェクトのメンバーとして活動

することになりました。

王滝村では、薪割りや醤油づくり、ロゲイニングなど、これまで触れたこ

とのない体験ができました。 同じ県内でも長野市とはまったく違う時間が流

れていて、その新鮮さがとても刺激的です。大学で鍛えている構想力を活か

して、友人たちが「行ってみたい」と思えるような、王滝村の自然を感じら

れるイベントを企画したいと考えています。 王滝村に関わってくれる人が、

ひとりでも増えたら嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

長谷川 苺依 (はせがわ まい)さん

ご家庭でお使いの「木のまな板」の表面加工を行っています。

王滝村木材加工品等加工施設からのお知らせ

【価格】 1枚 2枚 3枚
・2面（表裏）加工 500円 1,000円 1,500円
・6面 (全面) 加工 1,000円 1,500円 2,000円

※まな板の大きさは、長さ60ｃｍ以下とさせて頂きます。
※表面を削るので、今お使いの厚さより薄くなることをご承知おきください。

表面かんな仕上げをご希望の方は、ご連絡お願いします。
※作業中で電話に出るのが遅くなる場合もありますのでご了承ください。

問い合わせ先：王滝村木材工芸品等加工施設 電話：24-0177



奨学金返済支援制度の募集について

村では若者の定住促進を図るために、各種奨学金により進学した後、Iターン・Uターン
をした方を対象に奨学金返済に対する補助を行っています

▽補助対象者 ※次のすべての条件を満たすことが必要です。

・ 令和４年３月１日以降に王滝村にIターン・Uターンした方

・ 交付申請初年度の年齢が満35歳以下で王滝村に住民票があり、現に１年以上村内に

居住している方（申請初年度から５年以上、村内への居住意志のある方）

・ 奨学資金の返済を遅延なく行っており、村税等の滞納が無い方

▽補助内容

・ 返済中の奨学金がある場合、月２万円×60ヶ月分（５年分）を上限に、返済総額の

７割を補助します。

・ 他制度により返済免除となったものについては対象外となります。

・ 公務員の方は対象外となる場合があります。

▽申請期間

毎年度４月１日～６月３０日

▽申 請 先 王滝村教育委員会事務局

問い合わせ先：王滝村教育委員会 電話：48-2134
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狂犬病予防注射のお知らせ

今年の狂犬病予防注射集団接種は、５月26日(火)の１日限りとなります。

飼い主のみなさん、接種にご協力をお願いします。

※ 個別に受ける場合は、注射済票を発行します。獣医師が発行する証明書を役場へ

提出してください。

狂犬病予防注射は、年に１回接種するよう法律で定められていますので必ず受けま

しょう。

時間や料金など詳しくは、事前に郵送されるハガキでご確認ください。

なお、ハガキの記載事項に変更がある場合や新しく犬を飼い始めたときなど村に届出

が必要ですので、役場住民係までご連絡ください。

問い合わせ先：福祉健康課住民係



「ひだみの食文化」が100年フードに認定されました

ひだみの食文化が、文化庁の食文化機運醸成事業「100年フード」において、令和７年

度「伝統の100年フード部門～江戸時代から続く郷土の料理～」に認定されました。

問い合わせ先：総務課企画係

※文化庁では、我が国の多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、地域で

世代を越えて受け継がれてきた食文化を、100年続く食文化「１００年フード」と名付

け、文化庁とともに継承していく団体等の取組を支援しています。令和７年度では、

全国各地から46件の応募があり、有識者委員会による審査により、認定基準を満たし

た29件が認定されました。

令和７年度「地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰」

「王滝村スキー場跡地の太陽光発電所の発電事業及びUIターン若者向け支援制度の取り

組み」（申請者：自然電力株式会社）が、経済産業省の令和７年度「地域共生型再生可

能エネルギー事業顕彰」※ に選定されました。

発電所は2021年11月に稼働し、自然電力(株)と王滝村は、2022年8月に協定書を締結し、

売電収入の一部を教育支援事業（奨学金返済支援制度）に活用しています。

※地域との共生を図りつつ、地域における再生可能エネルギーの導入に取り組む優良な

事業に対し、「地域共生マーク」を付与し顕彰することで、地域と共生した再生可能エ

ネルギー事業の普及・促進を図ることを目的としているもの。
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「きそバス」定期券・回数券等の購入及び補助金制度について

きそバスの定期券及び回数券は、おんたけ交通（株）駅前案内所以外に王滝村役場でも
購入ができます。
高齢者等定期券の購入者には、村で定期券購入費用の一部を補助する制度があります。

ぜひ、ご利用ください。
▽補助対象者
高齢者等定期券購入者

（65歳以上高齢者、身体障害者手帳･療育手帳･精神障害者
保健福祉手帳所持者、難病登録者、障害年金受給者又は生
活保護者）

補助額

１ヶ月 → 1,600円

３ヶ月 → 3,000円

６ヶ月 → 2,400円
▽申請方法 申請用紙と領収書もしくは購入した定期券の
写しを添付し役場へ提出

問い合わせ先：総務課総務係

王滝村デマンド 《巡回》 バスの利用状況

巡回バス予約電話 48-1008 集落支援員 小林

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 月平均

延べ乗車
人数(人) 64 75 65 70 77 48 64 52 50 52 67 79 763人 63.6人

内 三岳線
乗車人数(人) 35 49 35 45 48 27 29 29 24 31 39 46 437人 36.4人

令和７年度のデマンド(巡回）バスの利用状況は、下記のとおりでした。

利用の内訳は、三岳交流センター線の利用が村内便の利用を上回りましたが、巡回

バス全体の利用者数は昨年度よりも１６０人程減少しました。

その要因は、今年度は保健センターの健康診断の移送がなかったことや、昨年度ま

で巡回バスをよく利用していた方の利用が減少したことが挙げられます。住所地別の

利用者数で見ると、新規利用者が増えた地域もあり、免許を返納した高齢者や、王滝

村に住所のない役場に登録申請をした方も、引き続き利用されています。

令和８年度４月は、おんたけ交通のバスのダイヤはそのまま変更はありませんが、

三岳交流センター線の出発時間が一部変更になります。時間につきましては３月１５

日付の回状で配布しました時刻表をご確認ください。

村内便のご予約は、乗車の１週間前から前日まで受け付けています。当日でも相談

の上、希望に近い時間で応じます。その他、巡回バスに関するご質問やご相談 及びご

予約は、お気軽にお問い合わせ下さい。

御岳田の原線の運行について

▽運行期間：令和8年７月４日（土）から１０月１８日（日）までの土日祝日のみ運行
ただし、８月３日（月）から８月７日（金）・１０日（月）の平日は運行

▽運行時間：木曽福島駅発 １便：午前 ８時４０分 ２便：午後１時４５分
田の原発 １便：午前１０時４５分 ２便：午後３時５０分

各停留所の時間は、ホームページをご確認ください。

令和８年度の王滝地域振興交通「御岳田の原線」を下記のとおり運行します
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日付 教室名 時間 場所

5
月

7日 (木) 定期健康相談 10時00分～11時30分

保健センター
集団指導室

12日 (火) いないいないばぁ 10時00分～11時30分

13日 (水) まめまめ運動教室 10時00分～11時30分

18日 (月) 脳元気教室 10時00分～11時30分

21日 (木) 女性検診 9時00分～14時00分

27日 (水) フレイル予防教室 10時00分～11時30分

※各種予防接種をご希望の方は、王滝村診療所（48-2731）に事前予約をお願いします。

※新規に各種教室に参加を希望する方は事前に申込が必要な場合があります。
保健センター（48-3155）に ご相談下さい。

都合により日程が変更になることがありますのでご了承下さい。

５月の保健センターの行事予定

長野県からのお知らせ

▽入山前に、場所と予定を家族など身近な人に必ず伝えておきましょう。

遭難した場合、場所が特定できなければ、捜索や救助が非常に困難となります。

▽携帯電話を持って行きましょう。

携帯電話は、万が一の時の通信手段となります。自宅や車内に置いていくことなく、

必ず携帯して入山しましょう。

▽急斜面での滑落に注意しましょう。

足元に十分注意して、滑落の危険のある場所への入山は避けましょう。

▽単独での入山は避けましょう。

単独での入山は、万が一遭難した時に救助要請ができない場合があります。

できるだけ複数人で入山しましょう。

複数人で入山しても、単独行動をすることなく、同行者の声と目の届く範囲で行動し

ましょう。

▽熊など野生動物に注意しましょう。

野生動物からの危害防止のために、鈴やラジオなど音の出るものを携帯しましょう。

昨年、県下では、山菜採り中に、２件の遭難が発生し、死者２人を含む、３人が遭難し
ました。山菜採りに行かれる際は次の点に注意をしましょう。

■問合せ先
長野県警察本部地域部 山岳安全対策課 TEL：026-233-0110（代表）
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